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３２７ 交付事務の月分取まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 領収証（交付通知書）を月分ごとに取まとめ、交付状況報告表を作成したうえ、それぞれ統轄

店へ送付する。 

● 記名国債証券交付事務を事務集中センター等において行う場合には、当該事務集中センター等

において取扱うことができる。 

 
受取人明細表 

あらまし 
 

財  務  局  （ 事 務 所 ） 

統     轄     店 

交   付   取   扱   店（ 代 理 店 ） 

領収証受領書 

領収証送付書 

交付状況報告表 

① ② 

③ 

④ 

⑤ 

領収証受領書 

領収証送付書 

 
領収証 

（交付通知書） 

領収証受領書 

領収証受領書 

交付月の翌月５日までに
書面により送付。 

交付月の翌月
５日正午まで
に日本銀行業
務オンライン
により送付。

控 は自店に保
管。 

領収証 

（交付通知書） 

受取人明細表 
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事 務 手 順 取   扱   要   領 

 

①領収証（交付通 

知書）の取まと 

め 

 

 

○ 領収証（交付通知書）の１か月分を取まとめ、国債名称別

に、領収証（交付通知書）の枚数・金額、証券の交付枚数

および受取人明細表の枚数を集計する。 

 
＊ 郵送により交付した場合における領収証（交付通知書）は、証

券発送日の属する月を交付月として取まとめを行う。 

 

②領収証送付書の 

作成 

 

○ 領収証（交付通知書）の上記集計高により、領収証送付書

を作成する。 
＊ 領収証送付書原符および領収証受領書と併せて作成する（日本銀

行ホームページ掲載書式を使用する場合には、領収証送付書との３

枚複写となっている。）。 

領収証送付書 

記 載例参 照 
 

③交付状況報告表 

の作成 

 

○ 業務局から新規発行証券の送付を受けた国債証券類送付

書・領収証（交付通知書）などにより交付状況報告表を作成

する。 
 

＊ 交付状況報告表（控）との２枚複写となっている。 

＊ 交付状況報告表は、月中に新規発行証券の受入・交付があったと

き、月末に未交付高があるときに作成する。 

 

交付状況報告表 

記 載 例 参 照 

 

＊ 交付状況報告表の月末未交付高は、新規発行証券の月末現在高の

枚数・金額と照合すること。 

 

④領収証（交付通知 

書）などの送付 

 

○ 領収証（交付通知書）・領収証送付書を一括して封筒に納

め書面により交付月の翌月５日までに、交付状況報告表を

日本銀行業務オンラインにより交付月の翌月５日正午まで

に統轄店へ送付する。 

＊ 日本銀行ホームページに掲載されている交付状況報告表を使用す

る場合には、当該交付状況報告表は、本書と控が一つのファイルと

なっているが、控を削除せずに日本銀行業務オンラインにより送付

する。 

  なお、上記の期限までに送付が困難なときは、その旨を統

轄店（本店管下代理店は業務局国債証券業務グループ）へ

連絡する。 

 

○ 統轄店から領収証受領書の送付を受けたときは、領収証送

付書原符に添付して自店に保管（保管期間１年）する。 
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＊ 事務集中センター等において記名国債証券交付事務を行う場合で

あっても、領収証受領書は、統轄店から代理店に送付される。 

＊ 記名国債証券交付事務を事務集中センター等において行う場合に

は、当該事務集中センター等において領収証送付書原符・同受領書

を整理保管することができる。この場合、当該事務集中センター等

において複数の代理店分の領収証送付書原符・同受領書を保管する

ときは、代理店ごとに区分して整理保管する。 

 

○ 交付状況報告表（控）は、自店に保管（保管期間１年）す

る。 
＊ 記名国債証券交付事務を事務集中センター等において行う場合に

は、当該事務集中センター等において交付状況報告表（控）を整理

保管することができる。この場合、当該事務集中センター等におい

て複数の代理店分の交付状況報告表（控）を整理保管するときは、

代理店ごとに区分して保管する。 
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財務局（事務所）名 ○○ 財務局（事務所）分 

国 債 名 称 枚 数 金 額 （ 添 付 書 類 ） 

遺 族 国 庫 債 券  
千円受取人明細表 

枚 

引 揚 者 国 庫 債 券   〃 

引揚者特別交付金 国 庫 債 券   〃 

慰 労 金 国 庫 債 券   〃 

特 別 葬祭 給付金 国 庫 債 券   〃 

特 別 弔 慰 金 国 庫 債 券   〃 
第  八  回特別弔慰金国庫債券 ３ ９６０

〃    １ 

委任状       １ 

第  九  回特別弔慰金国庫債券 １ 〃     

第  回特別弔慰金国庫債券   〃 
第  回特別弔慰金国庫債券   〃 
第  回特別弔慰金国庫債券   〃 
第  回特別弔慰金国庫債券   〃 
特 別 給 付 金 国 庫 債 券   〃 
第 十七 回特別給付金国庫債券 １ ２,０００

〃     １ 

戸籍抄本       １ 

第二十一回特別給付金国庫債券 １ 〃     

第  回特別給付金国庫債券   〃 
第  回特別給付金国庫債券   〃 
第  回特別給付金国庫債券   〃 
第  回特別給付金国庫債券   〃 
第  回特別給付金国庫債券   〃 
第  回特別給付金国庫債券   〃 
   〃 
   〃 
   〃 

領 収 証 受 領 書書式№209 

あて先

仕 出

日 本 銀 行 ○ ○ 代 理 店
御中

送付書
日 付

(日 付)

21.11.6 

 

領収証送付書の記載例 

 
 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 

領 収 証 送 付 書
書式№209 

仕 出

あて先

日 本 銀 行

御中

(日付）21.11.6 
 

財務局（事務所）名 ○○ 財務局（事務所）分 

国 債 名 称 枚 数 金 額 （ 添 付 書 類 ）

遺 族 国 庫 債 券  
千円受取人明細表 

枚 

引 揚 者 国 庫 債 券   〃 

引揚者特別交付金 国 庫 債 券   〃 

慰 労 金 国 庫 債 券   〃 

特 別 葬祭 給付金 国 庫 債 券   〃 

特 別 弔 慰 金 国 庫 債 券   〃 
第  八  回特別弔慰金国庫債券 ３ ９６０

〃    １ 

委任状       １

第  九  回特別弔慰金国庫債券 １
〃     

第  回特別弔慰金国庫債券   〃 
第  回特別弔慰金国庫債券   〃 
第  回特別弔慰金国庫債券   〃 
第  回特別弔慰金国庫債券   〃 
特 別 給 付 金 国 庫 債 券   〃 
第 十七 回特別給付金国庫債券 １ ２,０００

〃    １ 

戸籍抄本      １ 

第二十一回特別給付金国庫債券 １ 〃     

第  回特別給付金国庫債券   〃 
第  回特別給付金国庫債券   〃 
第  回特別給付金国庫債券   〃 
第  回特別給付金国庫債券   〃 
第  回特別給付金国庫債券   〃 
第  回特別給付金国庫債券   〃 
   〃 
   〃 
   〃 

日 本 銀 行

○ ○ 代 理 店

御中

２１年１０月分

財務局（事務所）名  財務局（事務所）分 

国 債 名 称 枚 数 金 額 （ 添 付 書 類 ） 

遺 族 国庫債券  
千円受取人明細表 

枚 

引 揚 者 国庫債券   〃 

引 揚 者 特 別 交 付 金 国庫債券   〃 

慰 労 金 国庫債券   〃 

特 別 葬 祭 給 付 金 国庫債券   〃 

特 別 弔 慰 金 国庫債券   〃 
第  九  回特別弔慰金 国庫債券 ３ ９６０

〃    １ 

委任状       １

第   回特別弔慰金 国庫債券 〃    

第   回特別弔慰金 国庫債券   〃 
第   回特別弔慰金 国庫債券   〃 
第   回特別弔慰金 国庫債券   〃 
第   回特別弔慰金 国庫債券   〃 
特 別 給 付 金 国庫債券   〃 
第二十二回特別給付金 国庫債券 １ ２,０００

〃    １ 

戸籍抄本      １ 

第   回特別給付金 国庫債券 〃    

第   回特別給付金 国庫債券   〃 
第   回特別給付金 国庫債券   〃 
第   回特別給付金 国庫債券   〃 
第   回特別給付金 国庫債券   〃 
第   回特別給付金 国庫債券   〃 
第   回特別給付金 国庫債券   〃 
    〃 
    〃 
    〃 

書式№209 

仕 出

あて先

領収証送付書原符 (日付）21.11.6 

日 本 銀 行

 
 
 
 

 
 
 
 
 

日 本 銀 行 ○ ○ 支 店

日 本 銀 行

③ 

② 
① 

④ 

○ ○ 代 理 店

○ ○ 支 店

○ ○ 支 店

３枚複写 

⑥ 

① 財務局（事務所）ごとの区分を省略してよい。 

② 受取人明細表があるときはその枚数、戸籍謄（抄）本・委任状があるときは、その名称･枚数を記載する。 

③ 領収証（交付通知書）の枚数･金額を記載する。 

④ 国債名称の回号の数字を記載する。 

⑤ 統轄店が受領日付を表示する。 

● 領収証受領書の送付を受けたときは、領収証送付書原符に添付して自店に保管（保管期間１年）する。 

＊ 記名国債証券交付事務を事務集中センター等において行う場合には、当該事務集中センター等において領 

収証送付書原符・同受領書を整理保管することができる。この場合、当該事務集中センター等において複数 

の代理店分の領収証送付書原符・同受領書を保管するときは、代理店ごとに区分して整理保管する。 

⑥ 領収証（交付通知書）と一緒に封筒に納めて送付する。 
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交付状況報告表の記載例 
＊ 証券・利賦札の滅紛失および汚染き損証券引換による代証券の交付は記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 債 名 称 
前月末未交付高 月 中 受 入 高 月 中 交 付 高 月 末 未 交 付 高 

備 考 枚 数 額 面金額 枚 数 額 面 金 額 枚 数 額 面 金 額 枚 数 額 面 金 額 

遺 族 国庫債券  
千円 

 
千円 

 
千円 

 
千円 

 

引 揚 者 国庫債券 １ ２０     ０ ０ 
供託 

１枚 20 千円 

引 揚 者 特 別 交 付 金 国庫債券          

慰 労 金 国庫債券          

特 別 葬 祭 給 付 金 国庫債券          

特 別 弔 慰 金 国庫債券          

第  八  回特別弔慰金 国庫債券 １ ４００     ２ ８００ 
交付取扱店変更（受） 

１枚 400 千円 

第  九  回特別弔慰金 国庫債券 ２ ４８０   １ ２４０ ０ ０ 
交付取扱店変更（払） 

１枚 240 千円 

第     回 特 別 弔 慰 金 国庫債券          

第   回特別弔慰金 国庫債券          

第   回特別弔慰金 国庫債券          

第   回特別弔慰金 国庫債券          

特 別 給 付 金 国庫債券          

第 二十 回特別給付金 国庫債券 ５ ７５０   ４ ６００ ０ ０ 
交付前発行取消 

１枚 150 千円 

第二十一 回特別給付金 国庫債券 １０ １０，０００ ５ ５，０００ １０ １０，０００ ５ ５，０００ 
前月末未交付高のうち１枚 

1, 000 千円は計上もれのため補正 

第二十二回特別給付金 国庫債券 １ ２，０００     １ ２，０００ 
前月末未交付高のうち１枚 

2, 000 千円は誤記入のため補正 

第二十三回特別給付金 国庫債券 2 ２，０００ ３ ３，０００ ２ ２，０００ １ １，０００ 
交付前発行取消 

２枚 ２, 000 千円 

第   回特別給付金 国庫債券          

第   回特別給付金 国庫債券          

第   回特別給付金 国庫債券          

第   回特別給付金 国庫債券          

           

           

           

合 計 ２２ １５,６５０ ８ ８，０００   １７  １２，８４０ ９ ８，８００ 
交付前発行取消 ３枚 ２,150 千円 

供託 １枚 

 

1．交付前発行取消となった証券については、月中交付高に含めないで備考欄に枚数および金額を記入、「交付前発行取消」 
と付記すること。 
交付後発行取消となった証券については、月中交付高から差し引かない。 

2．交付取扱店変更に伴う証券の受払については、次のとおり記入すること。 

共業 662 21.9 B４ 

（1）旧交付取扱店……新交付取扱店へ送付した証券は、月中交付高に含めないで備考欄に枚数および金額を記入、 
「交付取扱店変更(払)」と付記する。 

（2）新交付取扱店……旧交付取扱店から送付を受けた証券は、月中受入高に含めないで、備考欄に枚数および金額 
を記入、「交付取扱店変更(受)」と付記する。 

3．証券（利賦札）の滅紛失および汚染き損証券引換による代証券については記入しない。 
4．月中に交付がなく、かつ未交付高のない場合には作成を要しない。 

交 付 状 況 報 告 表
（ ２１ 年 １０ 月分） 書式№210 

(注意) 

⑪ 

国 債 名 称 
前月末未交付高 月 中 受 入 高 月 中 交 付 高 月 末 未 交 付 高 

備 考 枚 数 額 面金額 枚 数 額 面 金 額 枚 数 額 面 金 額 枚 数 額 面 金 額 

遺 族 国庫債券  
千円 

 
千円 

 
千円 

 
千円 

 

引 揚 者 国庫債券 １ ２０     ０ ０ 
供託 

１枚 20 千円 

引 揚 者 特 別 交 付 金 国庫債券          

慰 労 金 国庫債券          

特 別 葬 祭 給 付 金 国庫債券          

特 別 弔 慰 金 国庫債券          

第  八  回特別弔慰金 国庫債券 １ ４００     ２ ８００ 
交付取扱店変更（受） 

１枚 400 千円 

第  九  回特別弔慰金 国庫債券 ２ ４８０   １ ２４０ ０ ０ 
交付取扱店変更（払） 

１枚 240 千円 

第     回特別弔慰金 国庫債券          

第   回特別弔慰金 国庫債券          

第   回特別弔慰金 国庫債券          

第   回特別弔慰金 国庫債券          

特 別 給 付 金 国庫債券          

第 二十 回特別給付金 国庫債券 ５ ７５０   ４ ６００ ０ ０ 
交付前発行取消 

１枚 150 千円 

第二十一 回特別給付金 国庫債券 １０ １０，０００ ５ ５，０００ １０ １０，０００ ５ ５，０００ 
前月末未交付高のうち１枚 

1, 000 千円は計上もれのため補正 

第二十二回特別給付金 国庫債券 １ ２，０００     １ ２，０００ 
前月末未交付高のうち１枚 

2, 000 千円は誤記入のため補正 

第二十三回特別給付金 国庫債券 2 ２，０００ ３ ３，０００ ２ ２，０００ １ １，０００ 
交付前発行取消 

２枚 ２, 000 千円 

第   回特別給付金 国庫債券          

第   回特別給付金 国庫債券          

第   回特別給付金 国庫債券          

第   回特別給付金 国庫債券          

           

           

           

合 計 ２3 １５,６５０ ８ ８，０００   １７  １２，８４０ ９ ８，８００ 
交付前発行取消 ３枚 ２,150 千円 

供託 １枚 

 
1．交付前発行取消となった証券については、月中交付高に含めないで備考欄に枚数および金額を記入、「交付前発行取消」 

と付記すること。 
交付後発行取消となった証券については、月中交付高から差し引かない。 

2．交付取扱店変更に伴う証券の受払については、次のとおり記入すること。 

(注意) （1）旧交付取扱店……新交付取扱店へ送付した証券は、月中交付高に含めないで備考欄に枚数および金額を記入、 
「交付取扱店変更(払)」と付記する。 

（2）新交付取扱店……旧交付取扱店から送付を受けた証券は、月中受入高に含めないで、備考欄に枚数および金額 
を記入、「交付取扱店変更(受)」と付記する。 

3．証券（利賦札）の滅紛失および汚染き損証券引換による代証券については記入しない。 
4．月中に交付がなく、かつ未交付高のない場合には作成を要しない。 

書式№210 

２枚複写 

控 交 付 状 況 報 告 表
（ ２１ 年 １０ 月分） 

④ 

⑤ 
⑥ 

⑦ 
⑧ 
⑨ 
⑦ 

⑩ 

① ② ③ 

コ
ー
ド ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

コ
ー
ド ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  ●自店保管（保管期間１年） 

   ＊ 記名国債証券交付事務を事務集中センター等において行う場合には、当該事務集中センター等において交付状

況報告表（控）を整理保管することができる。この場合、当該事務集中センター等において複数の代理店分の交

付状況報告表（控）を整理保管するときは、代理店ごとに区分して保管する。 

① 前月分の交付状況報告表により記載する。 

② 国債証券類送付書により記載する。 

③ 領収証（交付通知書）により記載する。 

④ 長期未交付証券について、財務局（事務所）からの指図により供託が行われた場合には、記名国債供託状況報告表・

供託記名国債証券明細表により備考欄に記載する（月中交付高には含めない。）。＜例：供託 １枚２０千円＞ 

   ⇒ 記名国債証券供託関係事務取扱要領 参照 

⑤ 交付取扱店変更により旧交付取扱店から送付を受けた証券については、交付取扱店変更の通知書により備考欄に記載

する（月中受入高には含めない。）。＜例：交付取扱店変更（受）１枚４００千円＞ 

   ⇒ ３２５参照・交付取扱店の変更 

⑥ 交付取扱店変更により新交付取扱店へ送付した証券については、交付取扱店変更の通知書により備考欄に記載する

（月中交付高には含めない。）。＜例：交付取扱店変更（払）１枚２４０千円＞ 

   ⇒ ３２５参照・交付取扱店の変更 

⑦ 交付前に発行取消となった証券については、発行取消の通知書により備考欄に記載する（月中交付高には含めない。）。

＜例：交付前発行取消 １枚１５０千円＞ 

なお、交付後に発行取消となった証券は、月中交付高から差引かない。 

   ⇒ ３３０参照・証券の発行取消 

日 本 銀 行 ○ ○ 支 店

日 本 銀 行○○支店 御中

御中 (日付）21.11.6 

(日付）21.11.6 

日 本 銀 行

日 本 銀 行

○○代理店 

○○代理店 
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⑧・⑨ 前月分の交付状況報告表の月中受入高の過剰または不足により補正の必要が生じた場合には、当月分の前月末未

交付高欄に正当な枚数・金額を記載し、備考欄に補正事由等を記載する。＜⑧例：前月末未交付高のうち１枚１，０００

千円は計上もれのため補正、⑨例：前月末未交付高のうち１枚２，０００千円は誤記入のため補正＞ 

⑩ ⑦により交付前に発行取消となった証券の枚数・金額を記載した場合には当該枚数・金額の合計を、④により供託が

行われた証券の枚数・金額を記載した場合には当該枚数の合計を、合計行の備考欄に記載する。＜例：交付前発行取消

３枚２，１５０千円 供託 １枚＞ 

⑪ 国債名称の回号の数字を記載する。 

 


